
 県議会議員又は知事の選挙における選挙運動用自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成25年７月16日 

岩手県知事 達 増 拓 也  

岩手県条例第53号 

   県議会議員又は知事の選挙における選挙運動用自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例 

 県議会議員又は知事の選挙における選挙運動用自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公営に関する条例（平成６年岩手県条例第３号）の一部を次の

ように改正する。 

改正前 改正後 

（趣旨） 

第１条 この条例は、公職選挙法（昭和25年法律第100号。以下「法」という

。）第141条第８項、第142条第11項及び第143条第15項の規定に基づき、県

議会議員又は知事の選挙における法第141条第１項の自動車（以下「選挙運

動用自動車」という。）の使用並びに法第142条第１項第３号のビラ並びに

法第143条第１項第４号の２の個人演説会告知用ポスター（知事の選挙の場

合に限る。）及び同項第５号のポスター（以下「ポスター」と総称する。

）の作成の公営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（趣旨） 

第１条 この条例は、公職選挙法（昭和25年法律第100号。以下「法」という

。）第141条第８項、第142条第11項及び第143条第15項の規定に基づき、県

議会議員又は知事の選挙における法第141条第１項の自動車（以下「選挙運

動用自動車」という。）の使用並びに法第142条第１項第３号のビラ並びに

法第143条第１項第４号の３の個人演説会告知用ポスター（知事の選挙の場

合に限る。）及び同項第５号のポスター（以下「ポスター」と総称する。

）の作成の公営に関し必要な事項を定めるものとする。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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